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（議事日程） 

日程第１  議案第１９号 放課後フリークラブの実施に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第２  議案第２０号 目黒区めぐろ歴史資料館条例施行規則の停止に関

する規則 

日程第３  議案第２１号 目黒区めぐろ歴史資料館処務規則の停止に関する

規則 

日程第４  報告事項   就学援助・就学奨励費に係る所得限度額の算定方

法の変更について 

日程第５  報告事項   令和８年度区立幼稚園及びこども園の入園申込状

況等について 

日程第６  報告事項   令和８年度自然宿泊体験教室事業の実施について 

日程第７  報告事項   令和８年度学校標準給食費について（案） 

日程第８  報告事項   目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設工事の入

札結果と今後の対応について 

日程第９  報告事項   令和７年度教員等研修の実施状況及び令和８年度

の方向性について 

日程第１０ 報告事項   教育委員会名義の使用承認状況について 

日程第１１ 報告事項   令和７年度学級閉鎖等の状況（２月２０日現在） 

 

資料配付 

・令和８年４月行事予定表 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長    令和８年第７回目黒区教育委員会定例会を開会します。本日

の欠席委員は若井田委員、欠席職員は教育政策課長です。署名

委員は小枝委員です。 

        それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１   議案第１９号 放課後フリークラブの実施に関する規則の一

部を改正する規則） 

 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第１９号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第２及び日程第３はいずれもめぐろ歴史資料館の

移転に関する内容ですので、一括して議題とします。 

        なお、質疑と採決は個別に行うこととします。 

 

（日程第２   議案第２０号 目黒区めぐろ歴史資料館条例施行規則の停止

に関する規則） 

（日程第３   議案第２１号 目黒区めぐろ歴史資料館処務規則の停止に関

する規則） 

 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長    まず日程第２について、ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第２０号は原案どおり可決します。 

        次に日程第３について、ご質問等はありますか。 
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        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第２１号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第４を議題とします。 

 

（日程第４   就学援助・就学奨励費に係る所得限度額の算定方法の変更に

ついて（報告事項）） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     経済的な理由により就学が困難な児童・生徒への支援として、

学用品費や通学費等の援助に限定されていますが、支給された

費用が実際に学用品等に使用されているかどうかの確認は、ど

のように行われているのか教えてください。 

○学校運営課長 支給している費目は、学用品費、通学用品費のほか、小・中

学校の新１年生を対象とした入学支度金、また校外行事費や修

学旅行費などがあります。これらの費用が実際にどう使用され

たかについては、事後的な確認は行っていません。 

        ただし、修学旅行費や校外宿泊行事費等については、学校か

ら実施後に実際の金額の報告を受け、その金額を支給していま

す。そのため、事前支給ではなくて後払いとなり、一旦家庭か

ら支払われている形になります。そのため、これらの費用は必

要な費目に使われているものと認識しています。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第５を議題とします。 

 

（日程第５   令和８年度区立幼稚園及びこども園の入園申込状況等につい

て（報告事項）） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     現在、社会の情勢として待機児童ゼロが求められていますが、
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今回示された結果からすると、待機児童の状況はある程度改善

し、その数のピークは過ぎたという認識で良いでしょうか。 

○学校運営課長 目黒区では、待機児童の解消を目的として保育園の充実に努

めてきました。その結果、数年前から待機児童は解消されてい

ます。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第６を議題とします。 

 

（日程第６   令和８年度自然宿泊体験教室事業の実施について（報告事

項）） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     八ヶ岳の当該ホテルのホームページを確認したところ、内容

は非常に充実しており、現在利用している施設の老朽化を踏ま

えると、こちらへ移行していくのが現状の流れとして理解でき

ました。 

        その点については問題ありませんが、少し別の観点として、

熊の出没状況が気になっています。ホテル側は熊は出ないとい

う前提になっているようですが、八ヶ岳に関する別のウェブサ

イトを見ると、熊が出没しているという情報も見受けられます。

そのため、熊の出没については十分に注意していただく必要が

あると思っています。 

        教員が現場へ行っても熊とは戦えないと思いますし、熊への

対応については、現地の関係者の方が専門性を有していると思

います。宿泊施設としては熊が出ないということを強く打ち出

しているようですが、実際には出没の可能性があることから、

その点については、しっかりと確認し、必要な対応を要望した

方が良いと思いました。 

○学校運営課長 熊への対応については、皆さん非常に関心が強いところだと

思います。これまで八ヶ岳林間学園を利用してきた際も同様で

すが、熊対策としては、教員とは別に現地ガイドを依頼してい

ます。現地ガイドには、事前に、登山ルートやハイキングコー

スなどを確認して、熊の出没状況を確認してもらっています。

また、現地の自治体とも連携を図り、熊対策を実施していると
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ころです。委員ご指摘のとおり、新たに試行実施を行う施設に

ついても、委託事業者に対して十分に要望を伝えていきたいと

思います。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第７を議題とします。 

 

（日程第７   令和８年度学校標準給食費について（案）（報告事項）） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     改定率が４つの区分で大きく異なっていますが、その理由は

何でしょうか。先ほど、具体的な品目に応じて算出したという

説明がありましたが、それを踏まえても小学校低学年と高学年

で改定率が５％台と２０％台で大きく異なっています。また、

中学校は給食の量が多いため改定率が高くなるのかと思いまし

たが、実際には１４％程度となっています。この理由を具体的

に教えてください。 

○学校運営課長 学年区分ごとの差については、価格変動の影響を受ける食材

の使用量が異なることが最も大きな要因です。価格差の大きい

食材としては、お米や野菜がありますが、小学校低学年と高学

年とでは、使用する量が異なります。 

        また、中学校の改定率が高学年よりも低くなっている点につ

いては、価格上昇幅の大きい野菜の使用量が、高学年と中学生

で同じ量となっています。そのため、１食当たりの単価で改定

率を計算すると、元々の単価が高い中学校の方が低く見えると

いう状況です。 

        改定率だけを見ると、差がついているように感じられるかと

思いますが、児童・生徒に対する１食当たりの栄養摂取基準が

細かく定められており、それに基づいて過不足のない給食を提

供できるだけの金額を設定しています。 

○委員     今年度は１１月と３月に給食費の増額が行われていますが、

その際と比べると、令和８年度の改定幅はやや小さい印象を受

けました。令和８年度の単価は、この程度になるだろうという

見込みに基づいて算出されたのでしょうか。昨今の状況を踏ま

えると、今後も食材価格が上昇する可能性もあるのではないか
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と考えますが、いかがでしょうか。 

○学校運営課長 １１月から３月の給食食材費の増額分は、主にお米によるも

のです。学校給食で使用するお米は、ちょうど１０月、１１月

頃に新米に切り替えます。昨年、この切り替え時期において、

お米の単価が大幅に上昇したため、その分を増額したものです。 

        学校標準給食費の検討は、昨年６月頃から開始しており、そ

の後、２回程度価格調査を行っています。最新の価格状況を踏

まえて試算をした結果、今回の改定額であれば、令和８年度に

おいても学校給食を過不足なく提供できるだろうと、現場の栄

養士も含めて検討してきたところです。 

        今後、食材価格の高騰がさらに続くのか、あるいは現在の高

止まりの状態で少し落ち着くのかについては、見通しが立ちに

くい状況ですが、仮に食材の価格高騰が続き、今回改定した給

食費では給食の質を担保することが難しくなるような場合には、

その時点で改めて適切に対応していきたいと考えています。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第８を議題とします。 

 

（日程第８   目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設工事の入札結果と今

後の対応について（報告事項）） 

 

○学校施設計画課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     前回は分かりにくかった部分が、今回は一目で理解できるよ

うになっており、良いと思いました。 

        このような案件は、世間から誤解や疑念を持たれやすいと思

いますので、このように分かりやすい資料を提示していただく

ことは、非常に意義深いことだと感じています。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第９を議題とします。 

 

（日程第９   令和７年度教員等研修の実施状況及び令和８年度の方向性に

ついて（報告事項）） 
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○統括指導主事 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第１０を議題とします。 

 

（日程第１０   教育委員会名義の使用承認状況について（報告事項）） 

 

○学校ＩＣＴ課長 （資料により説明） 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第１１を議題とします。 

 

（日程第１１   令和７年度学級閉鎖等の状況（２月２０日現在）（報告事

項）） 

 

○学校運営課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     情報提供や分析は、区民全体や都民全体を対象として総括的

に行われると思いますので、学校活動における特性を把握する

という点においては、保健センターや保健所が踏み込める範囲

には限界があると思います。 

本件については、特に小学２年生の動きに以前から特性があ

ると感じながら見てきました。根本的な理由を追及するという

ことよりも、こうした傾向を教育委員会の中で常に把握してお

くことが非常に必要だと考えています。そのため、今回のよう

な資料を提供いただくことは、有意義だと思います。 

        小学生、中学生に特化して注視する役割は教育委員会にある

と思います。独自の分析を過度に深める必要はないですが、何

らかの特性が見られた際には、その情報を添付して保健所に共

有するような方法が、最も充実した方向性なのではないかと考

えています。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 
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 資料配付 

 ・令和８年４月行事予定表 

 

 

○教育長    その他なにかありますか。 

        特にないようですので、以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時２７分閉会） 

 

 

 

 

 


